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ははじじめめにに  
 

茅ヶ崎市では、市と市民の協働のもと、将来の都市像である自然と人がふれあう心豊かな快適環境都

市茅ヶ崎にふさわしい良好な都市環境を創造し、将来にわたって維持するという基本理念を実現するた

め、市域実情に合った独自のまちづくり政策を進める必要があります。しかし、全国一律の規制を目的

とする法律だけでは、こうした市独自のまちづくり政策を実現できない状況にあります。 

これまで茅ヶ崎市では、「茅ヶ崎市開発事業指導要綱」により、開発行為や一定規模以上の建築（開

発事業）に関し必要な指導基準を設けることにより、事業主に理解と協力を求め、秩序ある開発事業の

促進と公共施設等の整備促進を図り、市域実情に合った良好な都市環境の形成を図ってきました。また、

「茅ヶ崎市建築行為に係る狭あい道路整備要綱」により、幅員４ｍ未満の道路を拡幅整備することで、

交通、災害対策等に関する都市機能の向上を図り、住みよいまちづくりを進めてきたところであります。 

しかし、行政指導である要綱という性格上、行政指導に従うことを事業主が明確に拒否した場合、そ

れ以上の事業主への規制の強制は困難であることから、近年、指導要綱を無視する事業主も見られ、指

導要綱に従う事業主との公平性に問題が生じてきました。 

一方、国からは、従来の地方公共団体における要綱行政について、実質的な強制とみなされるような

指導基準は条例によるべきであるとの指導を受けています。 

こうしたなか、平成１２年に「地方分権一括法」が施行され、従来の機関委任事務の廃止などにより、

開発許可事務等の自治事務化が図られ、自治体における政策法務の展開の余地を大きく拡大することが

可能となり、地域の実情を踏まえた条例制定が可能となりました。 

また、地方自治法の改正においても、地方自治体は、行政の企画から実施までを自らの判断と責任に

基づいて処理することを目指しており、まさに地域の実情に合った独自の行政運営を推進することが求

められています。 

これらの経緯から、「茅ヶ崎市開発事業指導要綱」及び「茅ヶ崎市建築行為に係る狭あい道路整備要

綱」を廃止し、新たに「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」を制定し、平成

１６年６月１日より施行いたしました。 

この「逐条解説」は、条例の執行者である市、条例により開発事業を計画する事業者、そして条例に

よる良好なまちづくりを願う市民が一体となり、条例の適切な運用を図っていくための指針としてまと

めたものです。 

 

 

 

平成１９年 １月 

茅ヶ崎市都市部開発審査課 
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